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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公共移動通信ネットワークの移動端末と家庭内基地局との接続を初期化する方法であっ
て、
　特別サービス番号を前記移動端末により発呼するステップと、
　前記公共移動通信ネットワークにより前記移動端末のサービスへの接続の設定許可を行
うステップと、
　前記家庭内基地局との前記接続の初期化に必要な家庭内基地局のタイプなどの情報を、
前記移動端末から伝送し、前記情報に基づいて、前記公共移動通信ネットワークにより前
記移動端末の前記家庭内基地局との接続を認証するステップと、
　前記家庭内基地局との前記接続を初期化するためのデータを前記公共移動通信ネットワ
ークから前記端末に伝送するステップと、
　前記データを前記移動端末から前記家庭内基地局に伝送するステップと、
　前記家庭内基地局と前記移動端末の間の接続を設定するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記接続を初期化するデータは、前記認証ステップの際の前記移動端末の位置に依存す
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記初期化データは、時間情報を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の方法
。
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【請求項４】
　前記移動端末からのデータ伝送ステップは、前記移動端末のＩＣカードへの前記初期化
データの保存と、前記家庭内基地局の読み取り装置への前記ＩＣカードの挿入とを含むこ
とを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動端末からのデータ伝送ステップは、設定する接続とは別の接続による、前記移
動端末から前記基地局へのデータ伝送を含むことを特徴とする請求項１から４のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記設定する接続とは別の接続は、赤外線接続またはマイクロ波接続のような無接点カ
ード用の無接点接続であることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記移動端末からのデータ伝送ステップの前にデータ転送許可ステップを含むことを特
徴とする請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記家庭内基地局は、公共切換ネットワークの端末であることを特徴とする請求項１か
ら７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記家庭内基地局は、個人用の自動交換機の端末であることを特徴とする請求項１から
７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　公共移動通信ネットワークの移動端末と家庭内基地局との接続の管理サービスであって
、
　移動端末から送られる呼び出しの受信を行うことと、
　前記公共移動通信ネットワークによる前記移動端末のサービスへの接続の設定許可を行
うことと、
　前記家庭内基地局との前記接続の初期化に必要な家庭内基地局のタイプなどの情報を、
前記移動端末から伝送し、前記情報に基づいて、前記公共移動通信ネットワークにより移
動端末の前記家庭内基地局との接続を認証することと、
　家庭内基地局との接続を初期化するデータを前記公共移動通信ネットワークから前記端
末に伝送することとを含む管理サービス。
【請求項１１】
　前記接続を初期化するデータは、前記認証ステップの際の前記移動端末の位置に依存す
ることを特徴とする請求項１０に記載の管理サービス。
【請求項１２】
　前記初期化データは、時間情報を含むことを特徴とする請求項１０または１１に記載の
管理サービス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、公共移動通信ネットワークの移動端末と、家庭内基地局例えば公共切換ネット
ワークの基地局との接続を初期化する方法に関する。
【０００２】
本発明はまた、このような接続の初期化サービスに関する。
【０００３】
【従来の技術】
本発明は、コードレス電話の分野に関する。
【０００４】
既存のコードレス電話システム（ＣＴＳ：Ｃｏｒｄｌｅｓｓ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ）は、例えばアパートまたは家屋における家庭内の用途というような限られた
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範囲の無線接続を行う、送受話器、あるいは端末及び基地局という形態で利用されている
。将来的には、このような電話通信システムを、公共移動通信ネットワークのオペレータ
によって既にカバーされかつ利用されている周波数帯で機能させることが可能である。し
かしながら、これは、周波数管理という問題を提起する。
【０００５】
もう一つの問題は、送受話器と基地局との接続のセキュリティパラメータの管理に関する
ものである。
【０００６】
さらに別の問題は、携帯用の送受話器が多様化しているという問題である。一人の加入者
は、公共移動通信ネットワーク用の携帯型送受話器と、コードレス電話用の送受話器とを
持つことができる。英国特許公開公報第２２８２７３５号は、公共移動通信ネットワーク
及び公共切換ネットワークのために同じ携帯型送受話器を利用することが提案されている
ことを記載している。この文献はまた、異なる家庭内基地局間で干渉が起きないようにす
るのに必要な周波数の管理と、このような干渉を例えばチャンネルのダイナミック割り当
てによって防止するのに必要な装置の管理とが複雑であるという理由により、こうした解
決法は有効ではないと記載している。
【０００７】
公共移動通信ネットワーク及び家庭内基地局用の単一の携帯送受話器を使用することは、
例えば現在、規格化中であるＧＳＭ ＣＴＳシステムで検討されている。このシステムの
一つの特徴は、家庭内基地局と通信するための公共移動通信ネットワークと家庭内基地局
との間の通信のために、周波数の一つまたは複数の部分集合（ｓｕｂｓｅｔ）が用いられ
ることである。
【０００８】
英国特許公開公報第２２８２７３５号に提示されているように、チャンネルのダイナミッ
ク割り当て方式では、家庭内基地局及び移動端末を同じパラメータで初期化するとともに
、例えば開始周波数が同じであり、且つ周波数変更アルゴリズムが同じでなければならな
い。この問題への第一の解決法は、携帯型送受話器と家庭内基地局とを同じパラメータで
初期化することにある。この方法では、チャンネルの個々の割り当てならびにチャンネル
のダイナミック割り当てが不可能である。さらに、家庭内基地局及び送受話器を別々に販
売することもできない。
【０００９】
英国特許公開公報第２２８２７３５号は、携帯型送受話器と家庭内基地局との間の距離に
応じて、自動的に呼び出しを公共移動通信ネットワークの携帯型送受話器または従来の電
話切換ネットワークに向けて送る装置を提案している。この文献はまた、送受話器が基地
局の近くにあるときに自動的に呼び出しを電話切換ネットワークに送ることを提案してい
る。送受話器が近くにあることは、送受話器から低出力で帯域の狭い距離測定信号を送る
ことによって検出する。しかしながら、この解決法は、送受話器の多様性という問題も、
公共移動通信ネットワークの周波数の広がりによって提起される周波数管理という問題も
解決しない。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
従って本発明は、公共移動通信ネットワークへの接続に対しても家庭内基地局への接続に
対しても同一の携帯型送受話器を使用可能にする、コードレス電話システムのパラメータ
管理の問題の解決法を提案する。本発明はまた、家庭内基地局との接続パラメータを移動
通信ネットワークのオペレータが制御できるようにする。
【００１１】
本発明はさらに、同一の携帯型送受話器を用いる移動電話システムにおける家庭内基地局
の再初期化という新たな問題を解決するものである。
【００１２】
本発明はまた、家庭内基地局の位置が時間的に変化するという新たな問題を解決し、家庭
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内基地局に割り当てられる接続パラメータを時間的に追跡可能にする。
【００１３】
本発明は、公共移動通信ネットワークの管理者が家庭内基地局との接続パラメータの管理
を行うことができるという利点を有する。また本発明によれば、移動端末と基地局とを別
々に販売できる。さらには、基地局と同様に移動端末を確実に認証する。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
より詳細には、本発明は、公共移動通信ネットワークの移動端末と家庭内基地局との間の
接続を初期化する方法を提案し、この方法は、
公共移動通信ネットワークにより移動端末を認証するステップと、
家庭内基地局との接続を初期化するデータを公共移動通信ネットワークから端末に伝送す
るステップと、
前記データを移動端末から家庭内基地局に伝送するステップとを含む。
【００１５】
実施の形態において、この方法はさらに、認証ステップの前に特別サービス番号を移動端
末から呼び出すステップをさらに含む。
【００１６】
有利には、接続を初期化するデータは、認証ステップの際の移動端末の決定に依存する。
【００１７】
別の実施の形態では、初期化データは、時間情報を含む。
【００１８】
認証ステップは、公共移動通信ネットワークによる移動端末の通常の認証を含むことが可
能である。認証ステップは、接続の初期化に必要な家庭内基地局のタイプなどの情報を、
移動端末から伝送することを含むことが可能である。
【００１９】
実施例において、移動端末からのデータ伝送ステップは、移動端末のＩＣカードへの初期
化データの保存と、家庭内基地局の読み取り装置への前記ＩＣカードの挿入とを含む。
【００２０】
他の実施例において、移動端末からのデータ伝送ステップは、設定する接続とは別の接続
における、移動端末から基地局へのデータ伝送を含む。設定する接続とは別の接続は、赤
外線接続またはマイクロ波接続のような無接点カード用の無接点接続とすることができる
。
【００２１】
移動端末からのデータ伝送ステップの前にデータ転送許可ステップを含む。
【００２２】
家庭内基地局は、例えば公共切換ネットワークの端末または個人用の自動交換機の端末で
ある。
【００２３】
本発明はまた、公共移動通信ネットワークの移動端末と家庭内基地局との接続管理サービ
スを提供し、このサービスは、
公共移動通信ネットワークにより移動端末を認証することと、
家庭内基地局との接続を初期化するデータを公共移動通信ネットワークから端末に伝送す
ることとを含む。
【００２４】
実施の形態では、管理サービスはさらに、移動端末から送られる呼び出しの受信ステップ
を含む。
【００２５】
有利には、接続を初期化するデータは、認証ステップの際の移動端末の位置に依存する。
【００２６】
初期化データは、有利には時間情報を含む。



(5) JP 4202478 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

【００２７】
実施形態では、認証ステップは、公共移動通信ネットワークによる移動端末の通常の認証
を含む。移動端末の認証ステップは、接続の初期化に必要な家庭内基地局タイプなどの情
報を、移動端末から伝送することを含む。
【００２８】
本発明はさらに、ＩＣカード読み取り装置を含む家庭内基地局を提供する。
【００２９】
本発明はまた、家庭内基地局と、移動端末と、電話接続とは別の基地局と端末との接続と
を含むことを特徴とする、コードレス電話システムに関する。
【００３０】
有利には、電話接続とは別の接続は、赤外線接続またはマイクロ波接続のような無接点カ
ード用の無接点接続である。
【００３１】
本発明の他の特徴ならびに利点は、ＧＳＭ ＣＴＳの場合に関する本発明の実施形態の下
記説明により明らかになろう。
【００３２】
【発明の実施の形態】
この場合、公共移動通信ネットワークの移動端末すなわちＧＳＭと、例えば公共切換ネッ
トワークに接続に接続される基地局との接続を設定することが目的である。上記したよう
に、このような接続によって、公共移動通信ネットワークと、家庭内基地局の近くの公共
切換ネットワークとで、同一の送受話器を用いることができる。
【００３３】
本発明は、接続初期化データ、特に、接続を設定するために用いる周波数またはチャンネ
ル、開始周波数、周波数の変化規則、あるいは許容最大出力、より一般的には接続に有効
な他のパラメータを公共移動通信ネットワークから移動端末に伝送することを提案する。
これらのデータは、例えば公共移動通信ネットワークのオペレータにより伝送され、かく
してオペレータは、移動端末により局地的に用いられる周波数を管理することができる。
また、これらのデータは、オペレータ以外の介在者によって移動通信ネットワークから伝
送可能である。
【００３４】
公共移動通信ネットワークからのデータ伝送により、例えばＧＳＭの場合は、移動通信ネ
ットワークの認証手順を用いることにより移動端末の認証が可能になる。
【００３５】
次に、ＧＳＭ ＣＴＳにおける本発明の実施形態を説明する。家庭内基地局との接続を望
む移動端末は、例えば所定のサービス番号を呼び出すことによって対応するサービスに接
続される。接続の設定許可は、さまざまな方法で与えられる。例えば移動端末は、このよ
うな接続設定の許可されたユーザとして、オペレータまたはサービスにより登録すること
ができる。また、サービスの呼び出しを排他的に許可する特別なＩＣカードを移動端末に
備えることや、さらには、ユーザのＩＣカード（又はスマートカード）が接続設定許可を
持つことも可能である。また、初期化データを提供するサービスに、特別のＩＣカードで
しかアクセスできない特別の番号を付すように構成することもできる。さらに、パスワー
ドあるいは他の適切なあらゆる手順を備えてもよい。
【００３６】
サービスとの接続が設定されると、端末は、公共移動通信ネットワークの認証手順を用い
て、これらの手順に関連する全てのセキュリティについて識別される。それにより、従来
の技術の初期化手順のようなセキュリティ欠如の問題は避けられる。
【００３７】
接続の初期化データを決定するのに必要な情報は、端末のＩＣカードに保存してサービス
に伝送することができる。これらの情報は、端末を利用する加入者が提供しても、あるい
はサービスのオペレータが提供してもよい。情報はまた、加入者が後で設定する接続の許
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可を求めるときに、加入者から直接、得ることもできる。このようにして、接続設定を要
求する際の移動端末の位置情報は通常、端末が位置する公共移動通信ネットワークのセル
に従い、公共移動通信ネットワークにより提供される。接続の設定される家庭内基地局の
タイプは、サービスとの接続を設定する際に加入者がコードとして供給することができる
。
【００３８】
次いで、接続の初期化に必要なデータを、必要であれば後述の時刻スタンプまたはシール
と共に公共移動通信ネットワークから端末に伝送することができる。これらのデータは、
加入者のＩＣカードに保存される。移動端末に伝送されたデータは次に、接続の設定を可
能にするために移動端末から基地局に伝送される。このステップの後で、移動端末及び家
庭内基地局は、双方とも初期化データを所有する。こうした伝送ステップは、さまざまな
方法で実施可能である。この伝送ステップは、理想的には、少なくとも移動端末の認証ス
テップと同程度に安全である。
【００３９】
ＧＳＭの場合、接続の初期化データは、移動端末のＩＣカード（ＳＩＭカード）または家
庭内基地局との接続設定用の特別なカードに保存することができる。この場合、家庭内基
地局へのデータ伝送を実施するには、対応するＳＩＭカードを家庭内基地局の読み取り装
置に挿入しさえすればよい。このためには、ＩＣカード読み取り装置を家庭内基地局に備
えるだけでよい。
【００４０】
いずれの場合にも、公共移動通信ネットワークによってカバーされるゾーンに家庭内基地
局があることは必要ではない。
【００４１】
初期化に必要なデータは、移動端末のＳＩＭカードに含めることが可能であって、上記の
ように基地局にカード読み取り装置を備えることにより、ＳＩＭカードを介して基地局に
伝送できる。さらに、移動端末と家庭内基地局との間に、接続初期化データの他の伝送の
態様を備えることも可能である。移動端末と家庭内基地局との間に、別々の無接点接続を
備えることができる。このような接続の例は、無接点カード読み取り用の赤外線接続、あ
るいはマイクロ波接続である。
【００４２】
この場合、本発明は、例えば以下の通りである。基地局は、移動端末の存在を検出する。
赤外線接続の場合には、ユーザが、基地局の赤外線送受信器に向かい合う端末の赤外線送
受信器と共に基地局の端末に近づくと、この検出が行われる。マイクロ波接続の場合には
、基地局は、近傍のＩＣカードの存在を検出することができる。
【００４３】
移動端末の存在を検出後、基地局は、別の接続により初期化データの要求を移動端末に向
けて送る。移動端末は、この要求を受信する。この場合、移動端末が基地局に向けて必要
な情報を伝送するのは、ユーザの許可がある場合だけである。例えば、基地局へのデータ
転送が許可されるのは、移動端末で秘密コードが入力されるか、移動端末でユーザの他の
あらゆる認証手続が行われた場合だけである。許可が与えられた場合、あるいは許可が要
求とされない場合、初期化に必要なデータは、別の接続により、移動端末から基地局に伝
送される。そのとき基地局と移動端末との接続を設定することができる。
【００４４】
このような実施の形態により、行われる認証要求以外の、あらゆる余分な手続が避けられ
る。その場合、家庭内基地局にユーザが自分のカードを挿入しなくてもサービスが使用可
能である。これによって、ユーザが基地局でカードを忘れた時に起こりうる問題が避けら
れる。
【００４５】
また、この実施形態は、移動端末と基地局との接続の初期化に必要なデータの発信源とは
独立に構成できることは明らかである。ＳＩＭカードの移動あるいは別の接続による移動



(7) JP 4202478 B2 2008.12.24

10

20

30

40

端末から基地局へのデータ転送は、移動端末が家庭内基地局のカバーゾーンに入るたびに
使用可能である。初期化データは、必ずしも端末がこのカバーゾーンに入るたびに公共ネ
ットワークにより更新される必要はない。データはまた移動端末のカードに保存可能であ
り、公共移動通信ネットワークにより更新されなくてもよい。
【００４６】
限定された地理的ゾーンで初期化データを使用できるようにするためデータが公共移動通
信ネットワークから伝送される場合、初期化データは、時間スタンプあるいはシールと共
に伝送可能である。これにより、家庭内基地局では、移動端末がいつ初期化データを受信
したか知ることができる。従って、初期化データの受信の後の所定の時間内に、それが家
庭内基地局に伝送された場合、あるいはデータの受信の後、所定の時間が経過してから初
めて接続が設定される場合にのみ接続の設定が許可される。これによって、移動局がデー
タを受信した時刻とこれらのデータが家庭内基地局に伝送された時刻との間の移動局の移
動を制限する。このようにして、接続の初期化データ、及び例えば接続に割り当てられる
チャンネルは、移動通信ネットワークのオペレータによって制御される地理的ゾーンに制
限される。
【００４７】
基地局が移動する場合、その電源供給は切断されるが、これは新しい場所での接続の、場
合によっては新しいパラメータを伴った初期化手順を必要とする、基地局の移動を知らせ
るために用いることができる。かくして本発明によれば、公共移動通信ネットワークの移
動端末によって実行される各種の接続の初期化データを動的に管理できる。
【００４８】
また本発明によれば、移動端末及び家庭内基地局を別々に販売可能であるとともに、双方
とも発展させることができる。かくして、様々な場所で様々な基地局との複数接続を初期
化することが可能である。また、基地局に対して初期化を可能にし、さまざまな移動端末
との接続を設定できる。
【００４９】
移動通信ネットワークのオペレータ、もしくは移動端末と家庭内基地局との接続用パラメ
ータの割り当てを管理する管理者の観点から、本発明は、接続管理サービスを提供するこ
とができる。この管理サービスは、公共移動通信ネットワークによる移動端末の認証ステ
ップの後で、接続の初期化データを公共移動通信ネットワークから移動端末に伝送するス
テップを含む。既に説明したように、認証ステップは、例えばＧＳＭの移動通信ネットワ
ークの認証能力だけを用いて実行可能である。これは、公共移動通信ネットワークの所定
の番号を持つ移動端末を呼び出した後で行うことができる。
【００５０】
接続の設定手順は、移動端末及び基地局が初期化データを有するものとすれば、当業者に
は周知であり、容易に実施可能である。端末が近くにあることを家庭内基地局が認識する
ことも同様である。このため、英国特許公開公報第２２８２７３５号に記載された方法を
参照できる。
【００５１】
勿論、本発明は、記載された実施形態に限定されるものではなく、当業者が考えられる多
数の変更例を含めることができる。従って、ＧＳＭまたは公共切換ネットワーク以外の型
の移動通信ネットワークを使用することもできる。
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